
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

一

〇
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
税　

務　

課
）　

　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
米
山
線

三　

道
路
の
区
域

 

（1）　 平成24年３月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2343号　　 
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
三
〇
〇
一
八
〇

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

さ
く
ら
学
園

廃
止
し
た
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ａ

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
四
年

塩
竈
市
杉
の
入
四－

三

－

八

型

嶋
福
祉
会

三
月
三
十
一
日

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

一
加
入
区

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
唐
桑

支
所
の
地
区

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

三
月
十
九
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

気
仙
沼
市
唐
桑
町
宿
浦
二

百
九
畠
山　

精
一

気
仙
沼
市
唐
桑
町
東
舞
根

二
百
八－

一

鈴
木　

章
登

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

二
十
三
人

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

　

Ａ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

 

一
九
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
四
・
三

備　
　

考

上
記
Ａ
及
び
Ｂ



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

新
田
米
山
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

鹿
妻
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

　

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
三
号
と

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

　

石
巻
市 

湊
字
鹿
妻
山 

一
番
十
五 

一
号

 

 

百
六
番
九 

二
号

 

 

百
六
番
一 

三
号
及
び
四
号

 

 

二
番 

五
号
か
ら
九
号
ま
で

 

鹿
妻
北
一
丁
目　
　

四
百
七
十
二
番 

十
号
及
び
十
一
号

 

湊
字
鹿
妻
山 

一
番
二
十 

十
二
号

 

 

一
番
三 

十
三
号

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2343号　平成24年３月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
五
三
番
三
地
先

か
ら

同
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
五
八
番
地
先
ま
で

前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

一
五
・
〇
〜

 

三
五
・
〇

　
　
　

一
五
・
〇
〜

 

三
五
・
〇

八
二
・
〇

　
　
　

八
二
・
〇

は
、
関
係
図
面

に
標
記
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

変

更

の

区

間

登
米
市
米
山
町
西
野
字
今
平
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
米
山
町
西
野
字
中
町
三
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
四
〜

 

一
八
・
八

　
　
　

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
、
三
一
〇
・
七

　
　
　

区
域
の
名
称

不
動
沢

不
動
沢

中
西
沢
２

古
関
沢
４

古
関
沢
３

古
関
沢
１

叺
畑
沢

松
峯
沢
１

松
峯
沢
１

松
峯
沢
２

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

柴
田
郡
川
崎
町
前
川
字
長
坂
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
前
川
字
長
坂
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
前
川
字
水
上
山
、
同
町
前
川

字
中
西
、
同
町
前
川
字
内
林
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
ス
ス
ナ
ゴ
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
ス
ス
ナ
ゴ
山
、
同
町

今
宿
字
欅
沢
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
シ
ダ
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
大
文
沢
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
西
大
上
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
松
峯
、
同
町
今
宿
字

西
大
上
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
東
大
上
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
四
年
度
税
務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業

務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ　

東
京
都

江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

五　

契
約
金
額　

四
千
六
百
一
万
千
百
十
七
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（3）　 平成24年３月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2343号　　 

古
関

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
今
宿
字
川
岸
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
上
ノ
台
二
十
二
番
一

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
二
丁
目
八
番
十
一
の
一
号

　

佐
藤
悦
雄
貸
家

 

小
野　

勝
榮　
　
　
　
　
　
　
　

 

有
限
会
社
ビ
ー
エ
ス
企
画　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
下
郡
字
�
躰
四
十
二
番
、
四
十
五

番
一
、
四
十
六
番
、
四
十
九
番
一
、
五
十
四
番
、
百
七
番

二
及
び
百
七
番
四
並
び
に
四
十
二
番
地
先
の
水
、
同
字
南

疣
石
一
番
八

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
九
番
二
号

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
吹
上
二
丁
目
四
十
番
及
び
四
十
二
番

　

岩
沼
市
桑
原
一
丁
目
二
番
十
八
号

 

森　
　

武
雄　
　
　
　
　
　
　
　


